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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２５年７月２０日（土） ００時３５分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市姫路港の飾磨
し か ま

第１区 

 姫路市所在の飾磨東第２防波堤灯台から真方位０２０°１,４３０

ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４７.２′ 東経１３４°３９.８′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ＫＵＭＩ
ク ミ

＆
アンド

ＭＡＲＹ
マ リ ー

、５トン未満 

 ２６０－２８４７８兵庫、個人所有 

 ６.８０ｍ（Lr）×２.５６ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１４７.１０kＷ、平成３年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１６年３月１２日 

  免許証交付日 平成２１年２月１８日 

         （平成２６年３月１１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（同乗者）、軽傷 １人（船長） 

 損傷 本船 船首部に亀裂 

岸壁 ビットに擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、姫路港東第１

区で釣りを行った後、平成２５年７月２０日００時２０分ごろ白色全

周灯及び両舷灯を表示し、飾磨第１区湛
たん

保
ぽ

の定係地に向けて帰途につ

いた。 

 船長は、定係地の船だまりに近づいたので、投光器を点灯し、操舵

室中央に立ち、左手で舵を持ち、右手で操縦レバーを握って手動操舵

に当たり、約３～４ノットの対地速力で船だまりに入り、右転しなが

ら、着岸予定の湛保の東側岸壁（以下「本件岸壁」という。）に向け

て航行した。 

 船長は、いつもどおり、本件岸壁まで約２０ｍの地点で船外機を後

進にかけた際、約１０ｍ手前で本船が停止したので、少し前進するつ
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もりで操縦レバーを前進に入れたところ、本船が急加速し、急いで中

立にしたものの、本船は、平成２５年７月２０日００時３５分ごろ船

首部が本件岸壁に衝突した。 

 船長は、顔面を前方のステンレスのケースにぶつけ、同乗者は、操

舵室前の前部甲板に座っていたところ、前方に転倒してそれぞれ負傷

した。 

 船長及び同乗者は、救急車で病院に搬送され、船長は右目の下に３

針の縫合を要する挫創、同乗者は左大腿
たい

骨転子下粉砕骨折と診断され

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮中央期 

 その他の事項 

 

 本船は、平成２５年７月８日に出力１１０.３０kＷの船外機を新た

に購入した出力１４７.１０kＷの船外機へ換装し、本事故当日が、船

外機換装後、初めての航行であった。 

 換装前の船外機は、進水時から装備されていたものであり、操縦レ

バーを前後進に操作しても本船の加速が鈍かった。 

 船長は、試運転を兼ねて釣りに出掛けたものの、換装した船外機の

操縦性能を十分に把握していなかった。 

 船長は、夜間航行の経験が豊富であり、本船の船首方に死角（視界

が制限される状態）はなく、船だまりの周囲にも明かりがあったの

で、着岸の操船に不安がなかったため、目視で見張りを行って航行し

ていた。 

 船長は、本事故後、海上保安庁の実況見分において、衝突時の速力

が約９ノットであることを確認した。 

 船長は、救命胴衣を着用しておらず、同乗者は、救命胴衣を着用し

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、姫路港飾磨第１区の本件岸壁において、着岸作業中、船長

が、換装した船外機の操縦性能を把握していなかったことから、船外

機を前進にかけた際、本船が加速し、本件岸壁に衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件岸壁において着岸作業中、船長が、

換装した船外機の操縦性能を把握していなかったため、船外機を前進

にかけた際、本船が加速し、本件岸壁に衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・船外機を換装した際には、安全な場所で操船を幾度か繰り返し、

操縦性能を十分に把握した上、離着岸作業を行うこと。 

 


